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         新型コロナウイルス感染症により支援や相談を必要とする皆様へ 

生活支援ガイド 
                                                                              ver. 33≪10 月 20 日時点≫ 

                                        ※随時更新していきます。 
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生活支援ガイドについて 

 

  生活支援ガイドは、新型コロナウイルス感染症により、生活に不安を抱える市民の皆様に 

対し、総合的・一体的に支援等の情報を提供するものです。 

詳しい内容や具体的な手続きについては、それぞれのお問い合わせ先にご確認ください。 

なお、北広島市にお住まいの方だけが該当になる場合がありますので、ご留意願います。 

 

≪ 目 次 ≫ 

1 生活について ＜6P～                  

2 お金について ＜12P～                 

3 各種税・保険料等の減免・猶予等について ＜18Ｐ～    

4 各種手続きの特例について ＜26P～           

5 事業者への支援について ＜32P～            

6 新型コロナワクチンについて ＜41P～            

 

 

 

 

 

申請方法における各種申請書には、印鑑が

必要となる場合がありますので、ご注意く

ださい。 
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≪目次詳細≫ 

※あくまでも目安としてお使いください。詳細な条件については各担当へお問い合わせください。 

ページ 支援メニュー 

6 新型コロナウイルス感染症に関する相談 

6 高齢者の総合相談 

7 健康づくりに関する相談 

7 妊娠・出産・子育ての総合相談 

7 障がい者相談支援 

8 こころの健康に関する相談 

9 高齢者・障がい者の成年後見制度に関する相談 

9 生活保護 

10 生活困窮者自立支援法に基づく相談窓口 

10 人権に関する相談 

10 人権・行政相談 

11 無料法律相談 

11 子ども家庭総合支援拠点 

12 母子父子寡婦福祉資金貸付金 ※北海道の制度 

13 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 

14 北海道勤労者福祉資金融資 

15 子育て世帯生活支援特別給付金 

16 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

18 国民健康保険税の減免 

19 国民健康保険の病院等で払う入院に係る一部負担金の免除 

19 国民健康保険の被保険者への傷病手当金について 

20 国民年金保険料の免除・猶予 

20 後期高齢者医療保険料の徴収猶予 
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ページ 支援メニュー 

21 後期高齢者医療保険料の減免 

22 後期高齢者医療の被保険者への傷病手当金について 

22 介護保険料の徴収猶予 

22 介護保険料の減免 

23 離職した方に対する国民健康保険税の減額 

24 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還猶予 ※北海道の制度 

24 税の猶予 

24 固定資産税（償却資産）の減免 

25 法人市民税・市たばこ税・入湯税の申告納付期限の延長 

25 保育所等の利用者負担額（保育料）の減免 

25 水道料金・下水道使用料のお支払いのご相談 

25 学校給食費のお支払いのご相談 

26 特別児童扶養手当に係る手続きの郵送受付 

26 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当に係る手続きの郵送受付 

27 自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）に係る手続きの郵送受付 

27 障がい者等交通費利用助成券申請に係る手続きの郵送受付 

27 国民健康保険加入手続きの届出期間延長 

28 郵送による国民健康保険に関する各種手続き 

28 郵送による自主防災組織等活動助成金の交付申請受付 

29 各種証明交付手数料の免除（無料交付） 

31 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期間延長 

32 北広島市中小企業者等融資制度 

32 新型コロナウイルス感染症関連経営・金融特別相談室 

33 セーフティネット保証 4 号の適用認定 
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ページ 支援メニュー 

34 セーフティネット保証 5 号の適用認定 

35 雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置） 

36 緊急雇用安定助成金 

37 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金 

38 事業再構築補助金（第 8 回公募） 

39 物価高騰等影響事業者支援金 

40 道内事業者等事業継続緊急支援金 

41 新型コロナワクチンに関する相談 

42 ＜＜変更箇所について＞＞ 
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1 生活について 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

新型コロナウイル

ス感染症に関する

相談 

症状や不安があるときの相談窓口です。 全ての方 

○北海道新型コロナウイルス感染症  

健康相談センター（フリーダイヤル） 

電話番号：0120-501-507 

開設日時：24 時間 

○厚生労働省電話相談窓口 

電話番号：0120-565-653 

 開設日時：9:00～21:00 

※ 聴覚に障害のある方は、厚生労働省の

聴覚障害者相談窓口をご利用ください 

・FAX：03-3581-6251 

・メール：corona-2020@mhlw.go.jp 

高齢者の総合相談 

市内 4 か所の高齢者支援センターで、

高齢者に関するご相談に応じ、必要な支

援を行います。お住まいの地域により、

担当するセンターが異なります。担当す

るセンターにお問い合わせください。 

高齢者及びその家族 

にし高齢者支援センター 

＜大曲・輪厚地区担当＞ 

011-370-3922 

みなみ高齢者支援センター 

＜北広島団地地区担当＞ 

011-372-8110 

きた高齢者支援センター 

＜東部（共栄・共栄町・東共栄・北の里・美

咲き野）、西の里地区担当＞ 

011-375-5888 

ひがし高齢者支援センター 

＜東部（上記以外）地区担当＞ 

011-211-8520 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

健康づくりに関す

る相談 

外出自粛に伴う心や身体の健康づくり

に関する「自宅でできる健康づくりガイ

ド」を配布しています。 

高齢者及び市民の方 

●配布場所⇒健康推進課や各出張所、団地

住民センター連絡所、エルフィンパーク、

各高齢者支援センター、図書館、中央公民

館、夢プラザ等 

●市のホームページ内にてダウンロード可 

トップページ＞くらしの情報 ＞健康・医療

＞新型コロナウイルス関係 ＞ 感染症対

策・予防 ＞ 【新型コロナウイルス感染症】

防ごう感染症 

●北広島市役所 1 階  

健康推進課 介護予防担当 内線 1222 

妊娠・出産・子育て

の総合相談 

保健センターと地域子育て支援センタ

ー「あいあい」が連携して、子育て世代

を切れ目なくサポートします。 

電話相談、来所相談、家庭訪問の対応が

可能です。詳細については、右記までお

問い合わせください。 

妊娠期から子育て期の方及び 

その家族 

北広島市子育て世代包括ケアシステム 

『きたひろすくすくネット』 

・健康推進課 内線 1217 

・地域子育て支援センター「あいあい」 

011-376-6637 

障がい者相談支援 

市内 2 か所の相談支援事業所で、障が

いのある方や家族の自立と社会参加の

促進を図るため、生活や就労などに関す

る様々な相談を受けています（例：福祉

サービスの利用、不安の解消、情緒安定

等に関する支援、就労に関する支援）。

詳細については、右記までお問い合わせ

ください。 

障がいのある方やその家族 

市福祉課障がい福祉担当 

内線 2141・2142・2143 

市福祉総合相談室参事（相談担当） 

内線 215３・215４ 

障がい者生活支援センターみらい 

＜主に生活について＞011-376-7776 

障がい者就労支援センターめーでる 

＜主に就労について＞011-372-5525 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

こころの健康に関

する相談 

こころの健康に関すること等、精神保

健福祉に関する各種相談・支援を行って

います。 

市民の方 

●市福祉総合相談室参事（相談担当） 
内線 215３・215４・2156・215７ 
相談専用メールアドレス 
soudan@city.kitahiroshima.lg.jp 

●北海道立精神保健福祉センター 
 011-864-7121（代） 
  相談時間：平日 9：00～17：00 
●NPO 法人自殺対策支援センターライフ
リンク 
LINE：「生きづらびっと」 
●NPO 法人 あなたのいばしょ 
チャット相談窓口：https://talkme.jp/ 
●北海道こころの電話相談専用ダイヤル 
 0570-064-556 
 相談時間：月～金 9：00～21：00 
      土日祝 10：00～16：00 
LINE：「北海道こころの健康 SNS 相談窓口」 

●千歳保健所健康推進課 
 0123-23-3175 
●よりそいホットライン 
 0120-279-338（24 時間） 
●働く人のメンタルヘルス・ポータルサイ
ト「こころの耳」 
 http://kokoro.mhlw.go.jp/ 

 夜間・休日において、精神疾患を有す

る方やその家族等からの緊急的な精神

医療相談を電話にて受け付けています。 

夜間・休日において、緊急的な精神

医療相談が必要な方やその家族等 

札幌市精神科救急情報センター 

 011-204-6010 

 受付時間：平日 17：00～翌 9：00 

      土日祝 9：00～翌 9：00 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

高齢者・障がい者

の成年後見制度に

関する相談 

高齢者や障がい者が安心して地域で暮

らすことを支援するために、成年後見制

度利用に関する相談支援や申立て手続

きのアドバイスなどを行います。詳細に

ついては、右記までお問い合わせくださ

い。 

高齢の方や障がいのある方 
北広島市成年後見センター 

011-378-4285 

生活保護 

生活に困っている方に対して、最低限度

の生活を保障し、一日も早く自立できる

ように援助することを目的とした国の

制度です。 

※一定の条件がありますので、詳細につ

きましては、担当までお問い合わせくだ

さい。 

生活に困っている方 
北広島市役所 2 階 

福祉課生活保護 内線 2137 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

生活困窮者自立支

援法に基づく相談

窓口 

生活に困りごとを抱える方のための相

談窓口です。就労支援、家計改善のため

の支援、一定期間の食住の提供、住居確

保給付金の支給など一人ひとりに合わ

せた支援を行います。 

生活に困りごとを抱える方 

 

※新型コロナウイルス感染症の状

況を踏まえ、令和 2 年 4 月 20 日

から住居確保給付金の対象範囲が

拡大されます。 

【これまで】 

・離職・廃業から 2 年以内 

【令和 2 年 4 月 20 日以降】 

・離職・廃業から 2 年以内または

休業等により収入が減少し、離職等

と同程度の状況にある方 

≪きたひろしま暮らしサポートセンターぽ

ると≫ 

●北広島市栄町 1 丁目 5 番地 2 

 北広島エルフィンビル 2 階 

●開設日時 

曜日：月～金曜日 

時間：8 時 45 分～17 時 15 分 

  （土日祝日除く） 

※時間外や休日は、電話で受付けます。 

●電話番号：011-887-6480 

 E メール：kurashi-poruto@epoch.or.jp 

人権に関する相談 

新型コロナウイルス感染症に関連する

不当な差別、偏見、いじめ等を受け困っ

た時は、一人で悩まず相談してくださ

い。 

市民の方 

●みんなの人権 110 番 

0570-003-110 

●子どもの人権 110 番 

0120-007-110 

●女性の人権ホットライン 

0570-070-810 

電話受付時間 平日 8：30～17：15 

人権・行政相談 

第４火曜日（祝日に当たる場合は翌開庁

日）の月１回（１２月は除く）、市役所

本庁にて人権擁護委員・行政相談員と対

面による相談を行っています。 

市民の方 

【問い合わせ先】 

市民課 生活安全担当 

（電話：011-372-3311（内線）2302） 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

無料法律相談 

第 2（５月・１月は除く）・第 4 木曜日

（祝日に当たる場合は翌開庁日）の月 2

回、札幌弁護士会から派遣された弁護士

による無料法律相談を行っています。 

市民の方 

【相談人数】各回先着 6 名  

【費用】無料 

【受付方法】毎月 1 日の 8 時 45 分から相

談日の前日まで、電話又は来庁で予約受付

します。（※1 日が休日に当たる場合は、翌

開庁日から受付） 

【申込み先】 

市民課 生活安全担当 

（電話：011-372-3311（内線）2303） 

子ども家庭総合支

援拠点 

子どもや家庭に関するさまざまな相談、

ひとり親に関すること、児童虐待に関す

ること等に専門の相談員が応じます。 

相談の内容によっては、助言等のほか、

関係機関・専門機関の紹介を行うなど、

それぞれの家庭にあったサポートを行

います。 

来庁できない場合には、電話での相談や

家庭訪問もします。 

どこに相談したらいいかわからない場

合もまずはご相談ください。 

子どもやその家庭、妊産婦等 
【問い合わせ先】 

福祉総合相談室 内線 2152・2158 
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2 お金について 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

母子父子寡婦福祉

資金貸付金 

※北海道の制度 

母子・父子家庭や寡婦の方々の自立

を図るための資金や子どもの就学（高

校・大学・専修学校等）のための資金

等、生活の安定と向上や子どもの健や

かな成長を図るための資金です。 

 借入れを希望される方の状況に応じ

て、限度額、償還期間、利率が決まり

ます。 

 利子は保証人を立てない場合

1.0％、保証人を立てる場合は無利

子。 

 寡婦福祉資金の貸付は、前年の所得

が制限限度額を超えると貸し付けを受

けられませんが、新型コロナウイルス

感染症等の影響により生活の状態が著

しく窮迫していると認められる場合は

貸し付けを受けられることがありま

す。詳しくはお問い合わせください。 

母子・父子・寡婦の方 

市福祉総合相談室参事（相談担当）を通し

て石狩振興局に事前相談。 

【必要な書類】 

・申請書、借用書、口座振替依頼書、償還

口座振替依頼書 

・戸籍謄本、印鑑登録証明書、所得を証明

する書類ほか 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 福祉総合相談室参事

（相談担当）（内線 2158）を通して石狩振

興局に事前相談 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

新型コロナウイル

ス感染症生活困窮

者自立支援金 

社会福祉協議会が実施する総合支援資

金の再貸付が終了するなどにより、特

例貸付を利用できない世帯に対して、

就労による自立を図るため、自立支援

金を給付します。 

１ 支給対象世帯 

以下の(1)～(6)全てに該当する場

合のみ対象です。 

(1)  総合支援資金《初回》の特例

貸付を受けた方など、緊急小口資金

等の特例貸付を利用できない世帯

であること 

(2) 申請日時点の世帯の収入月

額、金融資産（預貯金及び現金）が

基準以下 

・収入月額基準 

1 人世帯：111,000 円 

2 人世帯：160,000 円 

3 人世帯：198,000 円 

4 人世帯：236,000 円 

5 人世帯：274,000 円 

・金融資産基準 

1 人世帯：486,000 円 

2 人世帯：744,000 円 

3 人世帯：954,000 円 

4 人以上世帯：1,000,000 円 

(3) 今後の生活の自立に向け誠実

かつ熱心に求職活動を行うこと等 

(4) 申請者が世帯の生計を主とし

て維持していること 

【必要書類】 

①支給申請書及び申請時確認書 

②本人確認書類（運転免許証、健康保険証 

、マイナンバーカード、住民票の写し（世

帯全員が記載されたもので、世帯主・続柄

が省略されていないもの）） 

③貸付状況がわかる書類の写しと貸付の振

込がわかる金融機関の通帳等の写し 

④世帯員の中で収入がある方（未成年かつ

就学中の子を除く）全員について申請時の

属する月の収入が確認できる書類の写し 

⑤世帯全員の金融機関の通帳の写し 

⑥生活保護申請中の場合は申請書の写し 

⑦支援金の振込先口座の通帳の写し 

※住居確保給付金を受給中の場合は、②、

④、⑤の書類を省略することができます。 

※①は市 HP からダウンロードできます。 

 

【申請期限】 

令和４年１２月３１日（土） 

 

【受付・問い合わせ先】 

≪きたひろしま暮らしサポートセンターぽ

ると≫ 

●北広島市栄町 1 丁目 5 番地 2 

 北広島エルフィンビル 2 階 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

(5) 生活保護や職業訓練受講給付

金を受給していないこと 

(6) 偽りその他不正な手段により

再貸付の申請をしていたり、暴力団

員ではないこと 

 

２ 支給額（月額） 

(1)単身世帯 ６万円 

(2)2 人世帯 ８万円 

(3)3 人以上世帯 10 万円 

 

３ 支給期間  

３ヶ月間 

※その後一定の要件を満たせ 

ばさらに 3 ヵ月間の支給 

●開設日時 

曜日：月～金曜日 

時間：8 時 45 分～17 時 15 分 

  （土日祝日除く） 

※時間外や休日は、電話で受付けます。 

●電話番号：011-887-6480 

 E メール：kurashi-poruto@epoch.or.jp 

北海道勤労者 

福祉資金融資 

道内に居住する中小企業に雇用されて

いる従業員、非正規労働者、季節労働

者及び離職者が生活する上で必要な資

金を融資することにより、その生活の

安定と福祉の向上を図る。 

＜資金＞① 医療資金②災害資金③教

育資金④冠婚葬祭資金⑤住宅補修資金

⑥耐久消費財購入資金⑦一般生活資金

（離職者は⑤、⑥を除く。） 

1.下記の前年総所得が 600 万円以

下の方 

(ｱ)中小企業に雇用されている従業

員（育児・介護休業者を含む） 

(ｲ)非正規労働者（同上） 

(ｳ)季節労働者（過去 2 年間で通算

12 か月以上勤務している者） 

 

2.離職者 

融資を希望される方は、書類をご用意のう

え、取扱金融機関に申し込み。 

【取扱金融機関】 

北海道銀行、北洋銀行、北海道労働金庫、

各信用金庫、各信用組合 

【問い合わせ先】 

取扱金融機関 

または北海道経済部地域経済局中小企業課

電話 011-204-5346 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

子育て世帯生活支

援特別給付金 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受

けている低所得のひとり親世帯、子育

て世帯の生活を支援するため、18 歳

までの児童（障がいのある場合は 20

歳まで）までの児童を養育する非課税

世帯・ひとり親世帯等を対象に 1 世帯

5 万円と児童１人あたり 6 万円の合計

額を給付します。 

18 歳までの児童（障がいのある

場合は 20 歳まで）を養育してい

て以下に該当する世帯。 

(１)ひとり親世帯 

①令和 4 年 4 月分の児童扶養手当

を受給している方。 

②公的年金給付を受けていること

により児童扶養手当の支給を受け

ていない方。 

③新型コロナウイルス感染症の影

響により家計が急変し、直近の収

入が児童扶養手当の対象となる水

準に下がった方。 

(2)ひとり親世帯以外の世帯 

ひとり親世帯分の給付金を受け取

っていない世帯で令和 4 年度の住

民税が非課税の世帯または令和 4

年 1 月 1 日以降の収入が減少して

非課税相当の収入になった世帯。 

【申請方法】 

対象の世帯のうち児童扶養手当・児童手

当・特別児童扶養手当を受給している世帯

は申請不要です。各手当の登録口座に入金

します。 

収入が減少したことにより、給付金の対象

になった場合は申請が必要です。 

 

申請期限は令和 5 年 2 月 28 日(消印有

効)です。 

※申請書は北広島市ホームページからダウ

ンロードできます。 

 

【問い合わせ先】 

北広島市役所 2 階 子ども家庭課 

（内線 2214） 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

新型コロナウイル

ス感染症対応休業

支援金・給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り休業させられた中小企業の労働者及

び大企業のシフト労働者等のうち、休

業中に賃金（休業手当）を受けること

ができなかった方に対し、支給しま

す。 

 

【給付金額の算定方法】 

休業前の 1 日当たり平均賃金×80％

×（各月の休業期間日数－就労した日

数または労働者の事情で休んだ日数） 

 

【1 日あたりの支給額】 

令和 4 年 8 月以降：8,355 円 

ただし、地域特例（※1）の対象とな

る施設において役務の提供を行う場合

は、上限額が以下のとおりとなりま

す。 

・7～9 月：11,000 円 

・10～11 月：8,800 円 

（※1）地域特例 

・＜対象期間＞令和 4 年 11 月 30 日

まで 

・緊急事態宣言が発令された対象地域 

・まん延防止等重点措置の適用地域の

■以下の期間までに事業主の指示

を受けて休業（休業手当なし）し

た中小企業の労働者 

 

■以下の期間について大企業に雇

用されるシフト制労働者（※1）

であって、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けた事業主が休業

させ、その休業に対する賃金（休

業手当）を受けることができなか

った労働者 

（※1）労働契約上、労働日が明

確でない方（シフト制、日々雇

用、登録派遣） 

 

＜期間＞ 

・令和 4 年 11 月 30 日まで 

 

 

【申請方法】 

＜オンライン＞ 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金関係 HP（特設 HP）

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyos

hienkin.html 

＜郵送＞ 

〒600-8799 日本郵便㈱ 京都中央郵

便局留置 厚生労働省 新型コロナウイル

ス感染症対応休業支援金・給付金担当 

【必要書類】 

①支給申請書 

②支給要件確認書（基本的に労働者と事業

主で協力して作成※） 

③本人確認書類（免許証写しなど） 

④振込先口座確認書類（キャッシュカード

の写しなど） 

⑤休業前及び休業中の賃金額が確認できる

書類（給与明細の写しなど） 

⑥地域特例対象確認書（地域特例を受ける

場合） 

※②で事業主の協力が得られない場合は、

その旨を支給要件確認書に記載のうえ、労

働者が申請可能。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

知事が定める区域 

 

申請期限は条件により異なるので厚生

労働省ホームページを参照。 

【申請期限】 

・休業した期間が令和 4 年 7 月～9 月の

場合：令和 4 年 12 月 31 日（土）まで 

・休業した期間が令和 4 年 10 月～11 月

の場合：令和 5 年 2 月 28 日（火） 

【問い合わせ先】 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応

休業支援金・給付金コールセンター 

電話 0120-221-276 

受付時間 8：30～20：00（月～金） 

     8：30～17：15（土日祝） 
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3 各種税・保険料等の減免・猶予等について 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

国民健康保険税の

減免 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り主たる生計維持者の収入減少が見込

まれる場合は、減免になる場合があり

ます。 

1 新型コロナウイルス感染症に

より、主たる生計維持者が死亡、ま

たは重篤な傷病を負った世帯  

2 新型コロナウイルス感染症の

影響により、主たる生計維持者の収

入減少が見込まれ、次の 3 つの要件

をすべて満たす世帯 

(1) 主たる生計維持者の事業収入、

不動産収入、山林収入または給

与収入（以下「事業収入等」と

いう。）の種類ごとの収入のい

ずれかが、前年中に比べて 10

分の 3 以上減少する見込み 

(2) 主たる生計維持者の前年中の

所得の合計額が 1,000 万円以

下 

(3) 収入減少が見込まれる事業収

入等にかかる所得以外の前年

中の所得の合計額が 400 万円

以下 

【必要な書類】 

各申請書は市ＨＰと市窓口あります。 

・新型コロナウイルス感染症の影響による 

国民健康保険税減免申請書 

・本人確認書類（運転免許証など）の写し 

・金融機関名、支店、口座番号が分かるも

の（通帳、キャッシュカードなど）の写し 

・1 に該当する世帯 … 診断書などの写し 

・2 に該当する世帯 … 収入申告書、事業

収入等が減少したことがわかる書類（給与

明細、収入と必要経費が確認できる帳簿な

ど）の写し 

※事業の廃止や失業の場合はその事由が

確認できるもの（登記簿謄本、廃業届、退

職証明書、解雇通知書など）の写し 

【申請時期】 

令和 4 年度分は、令和 5 年３月３１日まで

に申請してください。 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 保険年金課 

内線 2113・2115 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

国民健康保険の病

院等で払う入院に

係る一部負担金の

免除 

国民健康保険の病院等で払う入院に係

る一部負担金の納付が困難な場合は、

一定の基準により、免除になる場合が

あります。 

所得の激減が見込まれ、一部負担金

（病院等で支払う入院に係る自己

負担分）の支払いが一時的に困難で

ある方 

【必要なもの】  

お問い合わせください 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 保険年金課  

内線 2112 

国民健康保険の被

保険者への傷病手

当金について 

新型コロナウイルス感染症に感染また

は感染が疑われる方が療養のため仕事

を休み、給与等の全部または一部を受

け取ることができなくなった場合、「傷

病手当金」を支給します。 

北広島市の国民健康保険に加入し

ており、給与等の支払いを受けてい

る方で、新型コロナウイルス感染症

に感染または発熱等の症状があり

感染が疑われるため療養し、仕事を

することができず、給与等の全部ま

たは一部を受け取ることができな

い方。  

【対象の期間】 

令和 2 年 1 月 1 日～ 

令和 4 年 12 月 31 日 

※期間を令和４年12月31日まで

延長 

保険年金課に事前ご相談ください。 

【必要な書類】 

各申請書は市ＨＰ又は市窓口にあります。 

・支給申請書（世帯主記入用） 

・支給申請書（被保険者記入用） 

・支給申請書（事業主記入用） 

※勤務先に記入を依頼してください。 

・支給申請書（医療機関記入用） 

※療養した医療機関に記入を依頼してくだ

さい。 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 保険年金課 

内線 2112 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

国民年金保険料の

免除・猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響で収

入が減少した場合には、本人申告の所

得見込額による免除・猶予申請で、国民

年金保険料の全部または一部が免除さ

れたりする場合があります。 

新型コロナウイルス感染症の影響

で収入が減少し、国民年金保険料の

納付が困難な方 

【必要なもの】 

○学生以外の場合 

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

・所得の申立書（簡易な所得見込額の申立

書（臨時特例用）） 

○学生の場合 

・国民年金保険料学生納付特例申請書 

・所得の申立書（簡易な所得見込額の申立

書（臨時特例用）） 

・学生証の写し 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階  

保険年金課 内線 2122 

後期高齢者 

医療保険料の 

徴収猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、後期高齢者医療保険料の納付が困

難になった場合の申出により納付の猶

予される場合があります。 

新型コロナウイルス感染症の影響

により、後期高齢者医療保険料を納

期限までに納付することが困難と

なった方 

【必要なもの】 

・被保険者証 

・確定申告書の控え 

・給与支払明細書または源泉徴収票 

・休廃業届または退職したことがわかる 

書類 

・その他収入等を確認できる書類 

・入院証明書、診断書、医療機関の 

証明書 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 

保険年金課 内線2101 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

後期高齢者医療保

険料の減免 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り主たる生計維持者の収入減少が見込

まれる場合は、減免になる場合があり

ます。 

1 新型コロナウイルス感染症に

より主たる生計維持者が死亡また

は重篤な傷病を負った世帯の方 

2 新型コロナウイルス感染症の

影響により主たる生計維持者の収

入減少が見込まれる世帯の方で、主

たる生計維持者が次の 3 つの要件

すべてに該当する場合 

（1）事業収入、不動産収入、山林

収入、または給与収入の種類ごとに

見た収入のいずれかが、令和 3 年

（2021 年）中に比べて 10 分の 3

以上減少する見込み 

（2）令和 3 年の所得の合計額が

1000 万円以下 

（3）収入減少が見込まれる種類の

所得以外の令和 3 年の所得の合計

額が 400 万円以下 

【必要な書類】 

・印鑑 

・本人確認書類（運転免許証など）の写し 

・金融機関名、支店、口座番号が分かるも

の（通帳、キャッシュカードなど） 

【1 に該当する方】 

・死亡または重篤な傷病が確認できる書類

（診断書など） 

【2 に該当する方】 

・令和 3 年中の収入が分かるもの（源泉徴

収票、確定申告書の控えなど） 

・令和 4 年中の収入（見込）が分かるもの

（給与明細、給与振込口座の通帳、収入と

必要経費が確認できる帳簿など） 

※事業廃止や失業の場合はその事由が確認

できるもの（登記簿謄本、廃業届、退職証

明書、解雇通知書など） 

【申請時期】 

令和 4 年度分は、令和 5 年 3 月３１日ま

でに申請してください。 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 保険年金課 

内線 2101、2103  
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

後期高齢者医療の

被保険者への傷病

手当金について 

新型コロナウイルス感染症に感染また

は感染が疑われる方が療養のため仕事

を休み、給与等の全部または一部を受

け取ることができなくなった場合、「傷

病手当金」を支給します。 

北海道後期高齢者医療に加入して

おり、給与等の支払いを受けている

方で、新型コロナウイルス感染症に

感染または発熱等の症状があり感

染が疑われるため療養し、仕事をす

ることができず、給与等の全部また

は一部を受け取ることができない

方 

【対象の期間】 

令和 2 年 1 月 1 日～ 

令和 4 年 12 月 31 日 

※期間を令和４年12月31日まで

延長 

保険年金課に事前にご相談ください。 

【必要な書類】 

各申請書は北海道後期高齢者広域連合ＨＰ

または市窓口にあります。 

・支給申請書（世帯主記入用） 

・支給申請書（被保険者記入用） 

・支給申請書（事業主記入用） 

※勤務先に記入を依頼してください。 

・支給申請書（医療機関記入用） 

※療養した医療機関に記入を依頼してくだ

さい。 

【申請窓口】 

市役所 2 階 保険年金課 内線 2101 

介護保険料の徴収

猶予 

介護保険料を納付期限までに納付する

ことが困難である場合、納付の期限に

ついて一定期間猶予になる場合があり

ます。 

長期間の病気や失業などにより、所

得の激減が見込まれ、介護保険料を

納付期限までの納付が困難となっ

た方 

必要な書類は、お問い合わせください 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階  

高齢者支援課 内線 2174 

介護保険料の減免 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り主たる生計維持者の収入減少が見込

まれる場合は、減免になる場合があり

ます。 

1 新型コロナウイルス感染症に

より、主たる生計維持者が死亡し、

または重篤な傷病を負った第 1 号

被保険者 

2 新型コロナウイルス感染症の

影響により、主たる生計維持者の収

入減少が見込まれ、次の条件を全て

満たす第 1 号被保険者 

【必要な書類】 

必要な申請書等は市窓口にあります。 

介護保険料減免・徴収猶予申請書 

介護保険料減免申告書 

本人確認書類（運転免許証など）の写し 

金融機関名、支店、口座番号分かるもの 

（通帳、キャッシュ カードなど）の写し 

添付書類 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

（1） 事業収入、不動産収入、山林

収入または給与収入（以下「事業

収入等」という。）の種類ごとに見

た収入のいずれかが、前年中に比

べて 10 分の 3 以上減少する見

込み 

（2） 収入減少が見込まれる事業

収入等にかかる所得以外の前年中

の所得の合計額が 400 万円以下 

1 に該当する方  

主たる生計維持者の診断書などの写し 

2 に該当する方  

主たる生計維持者の事業収入等が減少し

たことがわかる書類（給与明細、収入と必

要経費が確認できる帳簿など）の写し 

※事業の廃止や失業の場合は、その事由が

確認できるもの（登記簿謄本、廃業届、退

職証明書、解雇通知書など）の写し 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 高齢者支援課  

内線 2174 

離職した方に対す

る国民健康保険税

の減額 

解雇、倒産等により離職した方につい

ては届け出をすることによって、国民

健康保険税が軽減されます。対象とな

る方の前年所得のうち、「給与所得」を

30/100 として、離職日翌日の月から

その翌年度末まで（最大 2 年間）の保

険税を計算します。 

以下の (1)～ (3)全てを満たす方 

(1)離職日が平成 21 年 3 月 31 

日以降 

(2)離職時年齢が 65 歳未満 

(3)「雇用保険受給資格者証」の離職

理由コードが「11」「12」「21」

「22」「23」「31」「32」「33」「34」

のいずれか 

※「雇用保険特例受給資格者証」や

「雇用保険高年齢受給資格者証」は

対象となりません。 

【届出書類】 

・国民健康保険証 

・雇用保険受給資格者証 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階  

保険年金課 内線 2115 



 

24 

 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

母子父子寡婦福祉

資金貸付金の償還

猶予 

※北海道の制度 

各種資金について貸付を受けた方が、

新型コロナウイルス感染症等の影響に

より、支払期日に償還を行うことが著

しく困難になった場合、1 年以内に限り

償還金の支払いを猶予でき、この猶予

期間中、利子はかかりません。 

母子父子寡婦貸付を受けた方 

【申請窓口】 

北広島市役所 2 階 福祉総合相談室参事

（相談担当）（内線 2158）を通して石狩振

興局に事前相談 

税の猶予 

【徴収猶予制度】 

一時に納付・納入を行うことが困難で

ある場合は、国税・地方税の徴収猶予を

受けることができる場合があります。 

詳細については右記までお問い合せく

ださい。 

 

【徴収猶予制度】 

 

・財産に相当な損失が生じた場合 

・事業を廃止又は休止した場合 

・事業に著しい損失を受けた場合 

などであって、一時に納付・納入を

行うことが困難であると認められ

る方 

【必要な書類】 

お問い合わせください 

 

【問い合わせ先】 

市税について 

北広島市役所 3 階 債権管理課 

納税担当 

内線 3736・3737 

 

国税について 

札幌南税務署 

電話 011-555-3900 

固定資産税（償却

資産）の減免 

新型コロナウイルス感染症への対応に

際し消毒作業が行われた償却資産が壊

れて使用できなくなり、一定の要件を

満たした場合、当該償却資産に係る固

定資産税を減免します。 

新型コロナウイルス感染症への対

応に際しての消毒作業によって壊

れて使用ができなくなり、一定の要

件を満たした償却資産に係る固定

資産税の納税義務者 

個々の状況により必要な書類等が異なりま

すので、まずはご相談ください。 

【申請・問い合わせ先】 

北広島市役所3階 税務課 資産税家屋係

内線 3724 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

法人市民税・市た

ばこ税・入湯税の

申告納付期限の延

長 

新型コロナウイルス感染症への対応に

際し、申告納付期限までに申告・納付が

できない場合、申告納付期限が延長で

きます。 

法人市民税・市たばこ税の納税義務

者、入湯税の特別徴収義務者 

納税義務者は、申告・納付ができないやむ

を得ない理由がやんだ日から 2 か月以内、

特別徴収義務者については 30 日以内に申

告・納付することができます。 

申告書の右上の余白に「新型コロナウイル

スによる申告・納付期限延長申請」と記載

して申告・納付してください。 

【申請・問い合わせ先】北広島市役所 3 階  

税務課税務担当 内線 3711 

保育所等の利用者

負担額（保育料）

の減免 

3 か月以上の期間にわたり収入が減少

した場合は、減免を受けられる場合が

あります。 

認可保育所、認定こども園、地域型

保育事業所を利用している方 

【申請・問い合わせ先】 

北広島市役所 2 階 

子ども家庭課 内線 2207 

水道料金・下水道

使用料のお支払い

のご相談 

水道料金・下水道使用料のお支払い期

限延期などのご相談に応じます。 

一時的な収入減少などにより水道

料金及び下水道使用料の納付が困

難となった方（個人・法人は問い

ま 

せん。）。 

【申請方法】 

電話又は窓口 

【申請窓口】 

北広島市中央 4 丁目 2 番地 1 

北広島市役所 4 階 

水道料金センター 

内線 4341・4342 

学校給食費のお支

払いのご相談 

学校給食費の納入期限の延長などの  

ご相談をお受けしております。 

収入減少などにより学校給食費の

お支払いが困難となった方。 

【問い合わせ先】 

学校給食センター 

北広島市朝日町 5 丁目 1 番地 4 

電話 373－2487 

（平日の 8 時 00 分から 16 時 30 分） 
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4 各種手続きの特例について 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

特別児童扶養手

当に係る手続き

の郵送受付 

特別児童扶養手当の請求・届出について

は、通常、窓口での手続きとさせていた

だいておりますが、新型コロナウイルス

感染症防止のため、当面の間、郵送によ

る手続きも対応しております。 

個々の状況により必要な書類等が異な

りますので、お手続きの詳細につきまし

ては右記までお問い合わせください。 

市役所に来庁することが困難な方 
北広島市役所 2 階 

福祉課障がい福祉担当 内線 2145 

特別障害者手当、

障害児福祉手当

及び経過的福祉

手当に係る手続

きの郵送受付 

 

特別障害者手当、障害児福祉手当及び経

過的福祉手当の請求・届出については、

通常、窓口での手続きとさせていただい

ておりますが、新型コロナウイルス感染

症防止のため、当面の間、郵送による手

続きも対応しております。 

個々の状況により必要な書類等が異な

りますので、お手続きの詳細につきまし

ては右記までお問い合わせください。 

市役所に来庁することが困難な方 

 

北広島市役所 2 階 

福祉課障がい福祉担当 内線 2145 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

自立支援医療（更

生医療・育成医

療・精神通院医

療）に係る手続き

の郵送受付 

自立支援医療（更生医療・育成医療・精

神通院医療）の申請については、通常、

窓口での手続きとさせていただいてお

りますが、新型コロナウイルス感染症防

止のため、当面の間、郵送による手続き

も対応しております。 

個々の状況により必要な書類等が異な

りますので、お手続きの詳細につきまし

ては右記までお問い合わせください。 

市役所に来庁することが困難な方 
北広島市役所 2 階 

福祉課障がい福祉担当 内線 2145 

障がい者等交通

費利用助成券申

請に係る手続き

の郵送受付 

障がい者等交通費利用助成の申請につ

いては、通常、窓口での手続きとさせて

いただいておりますが、新型コロナウイ

ルス感染症防止のため、当面の間、郵送

による手続きも対応しております。 

詳細につきましては右記までお問い合

わせください。 

交通費利用助成券支給対象者（北広

島市に住民票を有し、身体障害者手

帳 1・2 級（内部疾患 3 級）、療育

手帳Ａ判定､精神障害者保健福祉手

帳 1 級、重度障がい者医療費受給

者証をお持ちの方）で市役所に来庁

することが困難な方 

北広島市役所 2 階 

福祉課障がい福祉担当 内線 2145 

国民健康保険加

入手続きの届出

期間延長 

国保加入の届出は、事実が発生した日か

ら 14 日以内に届出する必要があると

されていますが、新型コロナウイルス感

染症予防のため、繁忙期の市役所への来

庁を避けたことにより届出期間を経過

してしまった場合については、期間内の

届出と同様の取扱いといたします。 

国保加入の届出が必要な方 
北広島市役所 2 階  

保健福祉部保険年金課 内線 2115 



 

28 

 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

郵送による国民

健康保険に関す

る各種手続き 

国保脱退の届出や保険証再交付の届出

は、郵送による届出も可能です。郵送で

行う場合は、届出書類をお送りくださ

い。 

 

・国保脱退の届出が必要な方 

・保険証を紛失した方 

【届出書類】 

＜国保脱退＞ 

・国民健康保険一般・退職被保険者等異動

届（市ＨＰからダウンロードできます。） 

・国民健康保険証（原本） 

・勤務先の健康保険証の写し、または資格

取得証明書（写し可） 

・本人確認書類の写し 

・マイナンバーがわかるものの写し 

 

＜保険証再交付＞ 

・国民健康保険被保険者証再交付申請書 

（市ＨＰからダウンロードできます。） 

・本人確認書類の写し 

【申請窓口】北広島市役所 2 階 

保健福祉部保険年金課 内線 2115 

郵送による自主

防災組織等活動

助成金の交付申

請受付 

自主防災組織等による防災資機材の購

入や各種防災訓練に要する経費等に係

る申請書類は、郵送も可能です。 

北広島市内の自主防災組織、自治

会、町内会等 

【必要な書類】 

ホームページからのダウンロードもしくは

危機管理課窓口で配布しております。 

【申請窓口】 

北広島市役所 3 階 

総務部防災危機管理室危機管理課 

内線 3344 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

各種証明交付 

手数料の免除 

（無料交付） 

新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴う貸付や融資、各種支援制度等の手続

きに必要となる各種証明書の交付手数

料を免除（無料交付）します。 

 

○免除とする証明等の種類 

① 住民票の写し（広域住民票を除く） 

② 住民票の除票の写し 

③ 住民票記載事項証明書 

④ 印鑑登録証明書 

⑤ 戸籍全部・一部事項証明書 

⑥ 除籍全部・一部事項証明書 

⑦ 改製原戸籍全部・一部事項証明書 

⑧ 戸籍の附票の写し 

⑨ 身分証明書 

⑩ 所得課税証明書 

⑪ 納税証明書 

○免除の対象となる方 

 新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴う貸付や融資等の生活支援、

経済対策を受ける方 

 

○免除となる使用目的 

◆社会福祉協議会による福祉資金

緊急小口資金（特例貸付）や総合

支援資金生活支援費（特例貸付） 

◆日本政策金融公庫による新型コ

ロナウイルス感染症特別貸付制

度 

◆その他、行政が実施する各種支援

制度のほか民間制度も含みます。 

 

※新型コロナウイルスに起因した

生活困窮などへの対応として貸付

や融資等を利用する場合であれば

全て対象となります。 

○申請の方法 

各種証明書の請求書の使用目的欄に「新

型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資

制度等の申請に使用する」ことと、「貸付や

融資、各種支援制度の名称」を記載して申

請してください。 

○窓口と交付証明書類 

1．市民課戸籍住基担当 

内線 2311・2312 

住民票の写し（広域住民票を除く）、住民

票の除票の写し、住民票記載事項証明書、

印鑑登録証明書、戸籍全部・一部事項証明

書、除籍全部・一部事項証明書、改製原戸

籍全部・一部事項証明書、戸籍の附票の写

し、身分証明書 

2．税務課市民税担当 

内線 3702・3703 

所得課税証明書 

3．税務課税務担当 

内線 3711・3712 

納税証明書 

4．西の里、大曲、西部各出張所 

住民票の写し（広域住民票を除く）、住民

票の除票の写し、住民票記載事項証明書、

印鑑登録証明書、戸籍全部・一部事項証明

書、除籍全部・一部事項証明書、改製原戸

籍全部・一部事項証明書、戸籍の附票の写
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

し、身分証明書、所得課税証明書、納税証

明書 

5．団地住民センター 

住民票の写し（広域住民票を除く）、住民票

の除票の写し、住民票記載事項証明書、印

鑑登録証明書、戸籍全部・一部事項証明書、

除籍全部・一部事項証明書、改製原戸籍全

部・一部事項証明書、戸籍の附票の写し、

身分証明書 

※所得課税証明書と納税証明書は交付でき

ません。 

 

6．エルフィンパーク市民サービスコーナ

ー 

住民票の写し（広域住民票を除く）、住民票

の除票の写し、住民票記載事項証明書、印

鑑登録証明書、戸籍全部・一部事項証明書、

除籍全部・一部事項証明書、改製原戸籍全

部・一部事項証明書、戸籍の附票の写し、

身分証明書、所得課税証明書 

※納税証明書は交付できません。 

※身分証明書と所得課税証明書は、土・日・

祝日及び市役所開庁時間外に証明書を受け

取るときは、市役所開庁時間中に事前予約

が必要です。 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

新型コロナウイ

ルス感染症の発

生に伴う定期予

防接種の期間延

長 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴

い、外出自粛等の理由でやむを得ず定期

の予防接種を規定の期間内に受けられ

なかった方について、本来の接種期限を

過ぎた後も、当面の間、定期接種として

取り扱います。 

令和 2 年 2 月 28 日（北海道緊急

事態宣言発出日）以降に定期予防接

種の接種期限を迎える市民の方で、

新型コロナウイルス感染症の影響

により接種期限までに接種できな

かった方 

対象となる予防接種の種類や手続き方法に

ついては、健康推進課まで問い合わせくだ

さい。 

 

北広島市役所１階 

健康推進課健康推進担当 内線 1205 
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5 事業者への支援について 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

北広島市中小

企業者等融資

制度 

事業経営の発展や合理化などに必

要な資金を円滑に調達するための

融資制度。 

利率の 1％分と信用保証料の全額

を補給します。 

北広島市内で事業を営む中小

企業者、中小企業団体、小規模

企業者 

【必要書類】 

・決算書、申告書（ 2 期分） 

・市税に未納滞納がないことを証する納税 

証明書 

・商業登記簿謄本又は登記事項証明書（法人の場合） 

※その他、融資資金の種類により必要書類 

が異なるため、要問い合わせ。 

【申込み方法】 

必要書類を北広島商工会に持参し、北広島商工会を経

由して市内の金融機関に申込み。 

【問い合わせ】 

北広島市役所 4 階 

経済部商工業振興課 内線 4614 

新型コロナウ

イルス感染症

関連経営・金融

特別相談室 

経営に影響を受けている中小・小

規模企業等の皆様からの相談にき

め細かく対応します。 

道内に事業所を有する中小企

業者 

や中小企業等協同組合等で、新

型コロナウイルス感染症によ

り、経営に影響を受けている方 

北海道経済部地域経済局中小企業課に直接 

問い合わせください。 

 

北海道経済部地域経済局中小企業課 

札幌市中央区北 3 条西 6 丁目 

【金融相談】011-204-5346 

【経営相談】011-204-5331 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

セーフティネット 

保証 4 号の適用

認定 

売上高等が 20％以上 減少してい

る事業者を対象に、北海道信用保

証協会が別枠で融資額の100%を 

保証します。 

指定期間：令和 4 年 12 月 31 日

まで 

以下の要件のいずれにも該当

する中小企業者等 

・市内において事業を1年以上

継続して行っていること 

・最近1か月の売上高等が前年

同月に比して 20％以上減少し

ており、かつ、その後 2 か月を

含む 3 か月の売上高等が前年

同月比で 20 ％以上減少する

ことが見込まれること 

【必要書類】 

①認定申請書 2 通 

②市内にて 1 年間以上継続して事業を行っていること

が確認できる資料（注 1） 

③当該災害の影響を受けた後、直近 1 か月の売上高等

が確認できる資料（注 2） 

④上記③の期間後 2 か月間の売上高等の見込み値が確

認できる資料（任意の様式可） 

⑤上記③および④の期間に対応する前年同月 3 か月分

の売上高等が確認できる資料（注 2） 

（注 1）確定申告書の写し（電子申告の場合は受信通知

の写しも必要）、履歴事項全部証明書等 

（注 2）損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残

高表等 

※売上高の説明資料で、北広島市が定める様式（売上

高等に関する資料）を提出した場合、上記③から⑤の

提出は不要です。 

【申込み方法】 

必要書類を市経済部商工業振興課に持参し、認定を受

けた後金融機関に申込み。 

 

【問い合わせ】 

北広島市役所 4 階 

経済部商工業振興課 内線 4614 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

セーフティネット 

保証 5 号の適用

認定 

指定業種に属し売上高等が 5％以

上減少している事業者を対象に、

北海道信用保証協会が別枠で融資

額の 80％を保証 

（イ）指定業種に属する事業を

行っており、最近 3 か月間の売

上高等が前年同期比で 5％以

上減少している中小企業者 

 

※（ロ）は原油価格上昇による

もののため省略 

【必要書類】 

①認定申請書 2 通 

②市内にて 1 年間以上継続して事業を行っていること

が確認できる資料（注 1） 

③当該災害の影響を受けた後、最近 1 か月の売上高等

が確認できる資料（注 2） 

④上記③の期間後 2 か月間の売上高等の見込み値が確

認できる資料（任意の様式で可） 

⑤上記③および④の期間に対応する前年同期 3 か月分

の売上高等が確認できる資料（注 2） 

（注 1）確定申告書の写し（電子申告の場合は受信通知

の写しも必要）、履歴事項全部証明書等 

（注 2）損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残

高表等 

※売上高の説明資料で、北広島市が定める様式（売上高

等に関する資料）を提出した場合、上記③から⑤の提出

は不要です。 

【申込み方法】 

必要書類を市経済部商工業振興課に持参し、認定を受け

た後金融機関に申込み。 

 

【問い合わせ】 

北広島市役所 4 階 

経済部商工業振興課 内線 4614 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

雇用調整助成

金 

（新型コロナ

ウイルス感染

症にかかる特

例措置） 

経済上の理由により事業活動の縮

小を余儀なくされた事業主が、雇

用保険被保険者の労働者に対し

て、一時的に休業等を行い、労働者

の雇用の維持を図った場合に、休

業手当相当額等を助成します。 

 

【助成率】 

・中小企業 4/5（9/10） 

・大企業 2/3（3/4） 

※カッコ内は解雇等していない場

合 

 

【算定方法】 

支払った休業手当の相当額×助成

率×休業延べ日数 

※1人 1日当たり上限額 12,000

円 

以下条件を満たす全ての業種

の事業主 

①新型コロナウイルス感染症

の影響により経営環境が悪化

し、事業活動が縮小している 

②最近１か月間の売上高また

は生産量などが前年同月比

5％以上減少している 

※支給申請を初めて行う判定

基礎期間の初日が令和4年10

月1日～11月30日の間の場

合、生産指標が 10％以上低下

していること。 

③労使間の協定に基づき休業

などを実施し、休業手当を支払

っている。 

 

【申請方法】 

＜オンライン＞ 

厚生労働省 雇用調整助成金・産業雇用安定助成金等オンライン受付システム  

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/  

＜郵送＞ 

〒060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目 

大樹生命札幌共同ビル３Ｆ 

雇用助成金さっぽろセンター雇用調整助成金申請窓口 

あて 

※併せて、朱書きにて「雇調金申請書類在中」を記入 

【必要書類】 

①雇用調整実施事業所の事業活動状況に関する申出書 

②支給要件確認申立書・役員等一覧 

③休業・教育訓練実績一覧表 

④助成額算定書 

⑤（休業等）支給申請書 

⑥休業協定書 

⑦事業所の状況に関する書類（労働者名簿及び役員名簿

など） 

⑧労働・休日実績に関する書類（出勤簿、タイムカード

など） 

⑨休業手当・賃金の実績に関する書類（賃金台帳、給与

明細書など） 

【申請期限】 

「支給対象期間」最終日の翌日から 2 か月以内 

（令和 4 年 11 月 30 日まで対象） 

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

【問い合わせ先】 

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 

電話 0120-60-3999 

受付時間 9 時～21 時（土日祝含む） 

北海道労働局（ハローワーク札幌東管轄） 

電話 011-788-2294 

緊急雇用安定 

助成金 

経済上の理由により事業活動の縮

小を余儀なくされた事業主が、雇

用保険被保険者ではない従業員に

対して、一時的に休業等を行い、労

働者の雇用の維持を図った場合に

助成します。 

 

【助成率】上記（雇用調整助成金）

と同じ 

【算定方法】上記（雇用調整助成

金）と同じ 

以下条件を満たす全ての業種

の事業主 

①新型コロナウイルス感染症

の影響により経営環境が悪化

し、事業活動が縮小している 

②最近１か月間の売上高また

は生産量などが前年同月比

5％以上減少している 

※支給申請を初めて行う判定

基礎期間の初日が令和4年10

月1日～11月30日の間の場

合、生産指標が 10％以上低下

していること。 

③労使間の協定に基づき休業

などを実施し、休業手当を支払

っている。 

【申請方法】上記（雇用調整助成金）と同じ 

【必要書類】 

①緊急雇用安定助成金支給申請書 

②休業実績一覧表 

③支給要件確認申立書 

④比較した月の売上などがわかる書類（売上簿など） 

⑤休業させた日や時間がわかる書類（出勤簿など） 

⑥休業手当や賃金の額がわかる書類（賃金台帳など） 

⑦役員名簿 ※役員がいない場合不要 

【申請期限】 

「支給対象期間」の最終日の翌日から 2 か月以内 

（令和 4 年 11 月 30 日まで対象） 

【問い合わせ先】 

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 

電話 0120-60-3999 

受付時間 9 時～21 時（土日祝含む） 

北海道労働局（ハローワーク札幌東管轄） 

電話 011-788-2294 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

新型コロナウ

イルス感染症

による小学校

休業等対応助

成金・支援金 

有給休暇を取得した対象労働者※

に支払った賃金相当額×10/10

を助成する（※上限額がありま

す。） 

令和 4 年 4 月 1 日から令和 4

年11月30日までの間に小学

校等の臨時休業により、その小

学校等に通う子の保護者であ

る労働者（※対象労働者）に有給

の休暇を取得させた企業 

厚生労働省ＨＰで手引きや申請書がダウンロードでき

ます。 

【必要書類】 

①支給申請書②有給休暇取得確認書③休暇取得がわか

る出勤簿等④有給休暇を取得した月の賃金台帳等⑤雇

用契約書等⑥通帳の写し⑦労働保険関係成立届の事業

主控等⑧小学校等からの臨時休業等のお知らせ 

【申請期限】 

① 令和 4 年 7 月 1 日～同年 9 月 30 日までの休暇取

得分：令和 4 年 11 月 30 日（水）必着 

② 令和 4 年 10 月 1 日～同年 11 月 30 日までの休

暇取得分：令和 5 年 1 月 31 日（火）必着 

【申請書提出先】 

〒０６０－８５６６ 

札幌市北区北８条西２丁目１番１札幌第一合同庁舎 9

階 

北海道労働局雇用環境・均等部 

※特定記録郵便やレターパックなどで配送してくださ

い 。 

【問合せ先】 

小学校等休業助成金・支援金コールセンター 

0120-876-187 

受付時間 9:00～21:00（土日祝含む） 
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

事業再構築補

助金（第 8 回公

募） 

 

新分野展開、業態転換、事業・業種

転換、事業再編又はこれらの取組

を通じた規模の拡大等、思い切っ

た事業再構築に意欲を有する中小

企業等を支援する。 

【補助額】 

〈通常枠〉 

・従業員数 20 人以下の場合 

 100 万円～2,000 万円 

・従業員数 21～50 人  

100 万円～4,000 万円 

・従業員数 51～100 人  

100 万円～6,000 万円 

・従業員数 101 人以上 

 100 万円～8,000 万円 

【補助率】 

・中小企業 2/3（6,000 万円超は

1/2） 

・中堅企業 1/2（4,000 万円超は

1/3） 

 

※上記のほか〈大規模賃金引上

枠〉、〈回復・再生応援枠〉、〈最低賃

金枠〉、〈グリーン成長枠〉、〈緊急対

策枠〉は補助額及び補助率が異な

ります。 

【必須申請要件】 

(1)2020年4月以降の連続す

る 6 か月のうち、任意の 3 か

月の合計売上高が、2019 年又

は 2020 年 1～3 月の同 3 か

月の合計売上高と比較して

10％以上減少していること。 

 (2)事業再構築に係る事業計

画を認定経営革新等支援機関

と策定する。 

(3) 補助事業終了後3～5年で

付加価値額 (※1)の年率平均

3％以上増加 、又は従業員一人

当たり付加価値額の年率平均

3％以上増加の達成。 

(※1)付加価値額…営業利益、

人件費、減価償却費を足したも

の。 

 

※その他〈大規模賃金引上枠〉、

〈回復・再生応援枠〉、〈最低賃

金枠〉、〈グリーン成長枠〉、〈緊

急対策枠〉は別途要件有り 

【申請方法】 

＜オンライン申請のみ＞ 

厚生労働省 事業再構築補助金事務局ホームページよ

り https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

【申請期限】 

令和 5 年 1 月 13 日（金）18：00 まで 

【問合せ先】 

＜事業再構築補助金事務局コールセンター＞ 

受付時間：9：00～18：00（日・祝日除く） 

ナビダイアル：0570-012-088 

IP 電話用：03-4216-4080 

＜電子申請の操作方法に関するサポートセンター＞ 

受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日除く） 

電話番号：050-8881-6942 

 

 

 

 

 

 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
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支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

物価高騰等影

響事業者支援

金 

原油価格及び物価高騰の影響を受

け、長期にわたる新型コロナウイ

ルス感染症の感染対策を実施する

市内事業者に対し、費用負担を軽

減するための支援金を支援しま

す。 

 

【支給額】 

北広島市内にある事業所 1 店舗あ

たり 3 万円。 

以下の条件を全て満たす事業

主 

① 法人の場合は北広島市内に

本店及び事業所があるこ

と。 

個人事業主の場合は、北広

島市内に事業所があるこ

と。 

※法人の場合は、法人登記上の

本店が北広島市内としてい

ること 

② 令和 4 年 1 月 1 日以前か

ら事業収入を得ており、今

後も事業を継続する意思が

あること。 

※個人事業主で事業収入がな

く、主たる収入を不動産収

入、雑収入、給与収入確定申

告している場合は別途要件

あり。 

③ 令和 4 年 1 月～令和 4 年

5 月までのいずれかの月に

おいて、前年または前々年

同月と比較した売上が

10％以上減少している又

は事業に係る経費の単価が

【申請方法】 

＜郵送のみ＞〒061-1192 北広島市役所経済部商工

業振興課あて（住所不要） 

 

【必要書類】 

・申請書兼請求書（様式 1） 

・誓約書（様式２） 

・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し 

・売上高の減少または経費の単価の増加がわかる（ア）

（イ）（ウ）いずれかの資料 

（ア）売上高が 10％以上減少している場合、令和４年

１月～5 月までの期間のいずれかの月と、対象月

の前年または前々年同月の売上高が分かる資料

の写し（売上台帳、経理簿など） 

（イ）事業に係る経費の単価が 2％以上増加している場

合、令和４年１月～5 月までの期間のいずれかの

月と、対象月の前年または前々年同月の事業に係

る経費の単価がわかる資料の写し（納品書、領収

書など） 

（ウ）売上高及び経費単価申出書（様式３） 

＜法人の場合＞ 

・登記事項全部証明書または商業登記謄本の写し 

・直近の確定申告書別表一の写し 

＜個人事業主の場合＞ 

・本人確認書類の写し 

・直近の確定申告書第一表の写し（国税の申告義務のな



 

40 

 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

2％以上増加していること。 

※令和 3 年６月以降に開業し

た場合は前月と比較。 

い事業者は市民税道民税申告書の写し） 

【申請期限】 

令和 4 年 12 月 23 日（金）まで 消印有効 

【申請・問い合わせ先】 

商工業振興課 電話 011-372-3311 内線 4614 

道内事業者等

事業継続 

緊急支援金 

新型コロナウイルス感染症に加

え、原油価格及び物価高騰の影響

を受けている道内事業者に対し、

費用負担を軽減するための支援金

を支給する 

 

【支給額】 

中小・小規模事業者等：10 万円 

個人事業者：5 万円 

以下の条件を全て満たす事業

主 

①令和 4 年 7 月 20 日以降、

継続して法人の場合は本店所

在地が、個人事業主の場合は住

所が道内であること。 

②令和３年１１月から令和４

年１０月までのいずれかの月

と平成３０年１１月から令和

２年３月までの同月比で売上

が２０％以上減少している。 

③令和３年１１月から令和４

年１０月までのいずれかの月

と令和２年１１月から令和３

年１０月までのいずれかの月

を比べ原材料等の単価が増加

している。 

※その他、詳細な要件あり 

【申請方法】 

＜オンライン＞ 

事業継続緊急支援金専用 HP 

https://kinkyushien-r4-hokkaido.jp/ 

＜郵送＞ 

〒063-8691 札幌西郵便局 郵便私書箱第 39 号

（住所の記載不要）  

北海道事業継続緊急支援金事務局 

 

【申請期限】 

令和 4 年 12 月 23 日（金）まで 消印有効 

 

【申請・問い合わせ先】 

専用ダイヤル 011-350-6711 

対応時間：8 時 45 分～17 時 30 分（平日のみ） 

https://kinkyushien-r4-hokkaido.jp/
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6 新型コロナワクチンについて 

支援メニュー 制度内容 対象者 申請方法 ・ 問い合わせ先 

新型コロナワク

チンに関する相

談 

ワクチンの予約や接種に関する窓口

です。 

【1、2 回目接種】 

５歳以上の方 

【3 回目以降の接種】 

前回の接種日から 5 か月以上経

過した５歳以上の方 

※5～11 歳の方は 3 回目まで 

です。 

※12 歳以上の方の 3 回目以降 

はオミクロン株対応ワクチン 

による接種です。 

※接種間隔は短縮される可能性 

があります。 

※最新の情報は市 HP や広報等 

でお知らせします。 

○北広島市ワクチン接種コールセンター 

電話番号：0800-800-9980（フリーダイヤル） 

受付時間：平日 9:00～17:00 

接種券や接種証明書の発行に関する

窓口です。 
全ての方 

○北広島市ワクチン接種調整担当 

電話番号：011-807-7672 

受付時間：平日 8:45～17:15 

ワクチンの有効性や安全性に関する

相談窓口です。 
全ての方 

○厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

電話番号：0120-761-770（フリーダイヤル） 

受付時間：9:00～21:00（毎日） 
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≪変 更 箇 所≫ 

日時 変更事項 

10 月 20 日（木） 

Ver.32 から Ver.33 

への変更点 

・修正 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 ⇒16P 

事業再構築補助金（第８回公募） ⇒38P 

 

10 月 1 日（土） 

Ver.31 から Ver.32 

への変更点 

・追加 事業再構築補助金（第８回公募） ⇒38P 

道内事業者等事業継続緊急支援金 ⇒40P 

 

・修正 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ⇒13P 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 ⇒16P 

国民健康保険の被保険者への傷病手当金について ⇒19P 

後期高齢者医療の被保険者への傷病手当金について ⇒22P 

税の猶予 ⇒24P 
セーフティネット保証 4 号の適用認定 ⇒33P 

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置） ⇒35P 

緊急雇用安定助成金 ⇒36P 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金 ⇒37P 

新型コロナワクチンに関する相談 ⇒41P 

 

・削除 生活福祉資金特例貸付 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

事業再構築補助金（第７回公募） 

 


